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�
　学生の皆さんも２０歳になったら必ず国民年金に加
入し、保険料を納めることが義務となっています。
　しかし、収入がなく、保険料を納めることが困難
な学生には、在学期間中の保険料が後払いできる
「学生納付特例制度」があります。�
�
�
　大学（大学院）、短期大学、高等学校、専修学校及
び個別に定められた各種学校等（夜間・定時制課程
や通信制課程を含む。）に在学する学生であって、本
人の前年所得が１１８万円以下のかたです。�
�
�
　学生納付特例期間は、未納扱いになりません。�
　この期間は、老後の年金額には反映されませんが、
老齢基礎年金の受給資格期間（最低２５年以上）には
算入されます。また、事故や病気で障害が残った場
合や、死亡した場合の障害基礎年金や遺族基礎年金
を受けるために必要な、受給資格期間にも合算され
ますので、万が一のときもあなたを支えます。�
　また、納付特例を受けた期間から１０年以内であれ
ば、保険料の追納ができます。追納すると、その期
間は保険料を納めた期間として取り扱われ、老後の
年金を満額に近づけることができます。追納する保
険料額は、特例を受けた当時の保険料額に経過期間
に応じた額が加算されますのでご注意ください。�
　満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業後は
忘れずに追納しましょう。�
�
�
　平成２０年４月から平成２１年３月です。（申請者が
学生であることを確認するため、年度ごとの申請が
必要となります。）�

�
�
　次のものを持参し、役場保険年金課に申請してく
ださい。�
　申請が遅れると、障害年金や遺族年金が受けられ
なくなる場合がありますので早めに申請してくださ
い。�
・年金手帳�
・学生証または在学証明書（学生証については、平
成２０年度の有効期限を確認します。）�
・前年所得の状況を明らかにすることができる書類
（所得があるかたのみ）�
・印鑑（本人が来庁する場合は不要です。）�
�
�
　前年度に学生納付特例が承認されて、今年度も引
き続き同一の学校に在学予定のかたには、４月上旬
までに社会保険庁から、ハガキ形式の申請書が送付
されます。�
　この申請書が送付された場合は、必要事項を記入
し、社会保険事務センターへ郵送していただくだけ
で、申請が済みます。�
　ただし、在学する学校等が変わったかたについて
は、ハガキ形式の申請書では申請できませんので、
改めて役場保険年金課で申請をしてください。�
　また、前年度に特例が承認されている場合であっ
ても、承認された時期によっては、ハガキが送付さ
れない場合もあります。この場合は、役場保険年金
課で申請をしてください。�
�
�
�
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届出は毎年必要です！�

承認期間は？�

手続きは？�

４月から手続の方法が一部変わります�
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問合せ　春日部社会保険事務所�
　　　　@０４８（７３７）７５１０�
　　　　保険年金課国民年金係　内線１４３・１４４�

　
３
月
３
日
か
ら
、
春
日
部
社
会
保
険
事
務
所
の

電
話
番
号
が
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
利
用
い
た
だ
い
た
代
表
番
号
（
�

０
４
８
（
７
３
７
）
７
１
１
１
）
は
、
廃
止
と
な

り
ま
し
た
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。�

　
相
談
内
容
に
合
わ
せ
て
、
次
の
番
号
に
お
か
け

く
だ
さ
い
。�

�
年
金
の
受
給
・
請
求
手
続
き
や
受
給
者
の
住
所
、

振
り
込
み
先
の
変
更
等
に
つ
い
て�

�
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
届
い
た
通
知
に
対
す
る

お
問
い
合
せ 

�
一
般
の
年
金
相
談�

　
【
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
】�

　
　
　
�
０
５
７
０
（
０５
）
１
１
６
５ 

�
国
民
年
金
の
資
格
、
納
付
書
、
保
険
料
、 

　
保
険
料
の
免
除
等
に
つ
い
て�

　
【
埼
玉
国
民
年
金
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
】�

　
　
　
�
０
４
８
（
７
３
９
）
１
２
２
３�

　
【
春
日
部
社
会
保
険
事
務
所
】 

　
　
（
国
民
年
金
適
用
課
・
保
険
料
課
）�

　
　
　
�
０
４
８
（
７
３
７
）
７
５
１
０�

�
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
つ
い
て�

　
【
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
】�

　
　
　
�
０
５
７
０
（
０
５
８
）
５
５
５ 

　
４
月
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料
額
が
月
額
１
４

４
１
０
円
に
な
り
ま
す
。�

　
付
加
保
険
料
は
従
来
ど
お
り
、
月
額
４
０
０
円

で
す
。�

，�

国
民
年
金
保
険
料
額
が

国
民
年
金
保
険
料
額
が�

　
　
　
　
　
　
　
変
わ
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
変
わ
り
ま
す�

国
民
年
金
保
険
料
額
が

国
民
年
金
保
険
料
額
が�

　
　
　
　
　
　
　
変
わ
り
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
変
わ
り
ま
す�

国
民
年
金
保
険
料
額
が�

　
　
　
　
　
　
　
変
わ
り
ま
す�

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所
の

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所
の�

　
電
話
番
号
が
変
わ
り
ま
し
た

　
電
話
番
号
が
変
わ
り
ま
し
た�

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所
の

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所
の�

　
電
話
番
号
が
変
わ
り
ま
し
た

　
電
話
番
号
が
変
わ
り
ま
し
た�

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所
の�

　
電
話
番
号
が
変
わ
り
ま
し
た�

485号(08/04)**  08.3.26  5:50 PM  ページ14


